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衆
議
院
議
員
玉
置
一
德
君
提
出
建
設
工
事
の
下
請
代
金
支
払
の
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
玉
置
一
德
君
提
出
建
設
工
事
の
下
請
代
金
支
払
の
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
に
つ
い
て 

建
設
業
界
は
、
最
近
に
お
け
る
建
設
資
材
価
格
の
高
騰
、
総
需
要
抑
制
策
等
に
伴
う
受
注
減
、
金
融
引
締
め

等
の
影
響
に
よ
り
、
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
お
り
、
下
請
代
金
の
支
払
期
日
の
延
伸
、
長
期
手
形
の
増
加 

等
、
下
請
業
者
の
資
金
繰
り
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
事
態
の
発
生
が
、
憂
慮
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
の
た
め
、
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
下
請
代
金
の
支
払
期
日
の
厳
守
等
所
要
の
指
導
監
督
を
強
化
す
る
ほ

か
、
中
小
建
設
業
者
に
対
す
る
政
府
関
係
中
小
企
業
金
融
機
関
の
貸
付
け
に
つ
い
て
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
信

用
保
証
協
会
に
よ
る
債
務
保
証
の
活
用
、
公
共
工
事
の
請
負
契
約
に
お
け
る
発
注
単
価
と
請
負
代
金
の
適
正 

化
、
前
払
金
制
度
の
積
極
的
活
用
等
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

建
設
業
法
に
お
け
る
下
請
保
護
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
元
請
業
者
に
対
し
、
そ
の
趣
旨
の
徹
底
を
図

つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
四
条
の
三
及
び
第
二
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
遵
守
、
励
行
さ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
が
、
最
近
に
お
け
る
建
設
業
を
め
ぐ
る
客
観
情
勢
の
悪
化
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
規
定

違
反
の
発
生
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
と
も
、
元
請
業
者
に
対
す
る
指
導
監
督
を
強
化
し
て
ま
い
り
た
い
。 

下
請
業
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
の
建
設
業
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
不
当
に
低
い
請
負
代

金
の
禁
止
、
下
請
代
金
の
支
払
遅
延
の
禁
止
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
規
定

の
適
切
な
運
用
に
よ
つ
て
対
処
す
る
こ
と
と
し
、
当
面
、
建
設
業
法
を
改
正
す
る
考
え
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 
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